
新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

第１００２条 用語の定義 第１００２条 用語の定義
2 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは

会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人
をいう。

2 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは
会社その他の法人をいう。

【国に準拠】

ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申出、承
諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。

ただし、情報共有システムを活用し、「指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質
問、回答、協議、提出」を行う場合は、記名がなくても有効とする。

【国に準拠】
文言修正

現行(令和7年3月版)改定案(令和8年4月版)
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

発注者支援（積算）業務　特記仕様書(案) 発注者支援（積算）業務　特記仕様書(案)
第 1条 適用範囲 第 1条 適用範囲

本特記仕様書は，次の業務（以下「本業務」という。）に適用する。 本特記仕様書は，次の業務（以下「本業務」という。）に適用する。
○業 務 名：令和　年度　発注者支援（積算）業務委託（○○工区） ○業 務 名：令和　年度　発注者支援（積算）業務委託（○○工区）
○業務箇所：１　○○市○○町(○○地域振興局建設部管内○○工区) ○業務箇所：１　○○市○○町(○○地域振興局建設部管内○○工区)
　　　　　　　　 ２　○○市○○町(○○地域振興局建設部○○支所管内○○工区) 　　　　　　　　 ２　○○市○○町(○○地域振興局建設部○○支所管内○○工区)

第 2条 業務目的 第 2条 業務目的
本業務は，各地域振興局（支庁）建設部において適切な工事の発注を確保するとと
もに，必要な設計図書及び積算関連資料の作成等を目的とする。

本業務は，各地域振興局（支庁）建設部において適切な工事の発注を確保するとと
もに，必要な設計図書及び積算関連資料の作成等を目的とする。

第 3条 業務期間 第 3条 業務期間
業務期間は，令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日までとする。 業務期間は，令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日までとする。

第 4条 準拠図書 第 4条 準拠図書
本業務は，契約図書によるほか，関連法令及び条例を遵守した上で，次の仕様書
（以下「共通仕様書」という。）及び最新の技術基準等に基づき履行するものとする。

本業務は，契約図書によるほか，関連法令及び条例を遵守した上で，次の仕様書
（以下「共通仕様書」という。）及び最新の技術基準等に基づき履行するものとする。

○発注者支援業務共通仕様書(令和８年４月鹿児島県土木部制定) ○発注者支援業務共通仕様書(令和７年３月鹿児島県土木部制定) Ｒ８に更新
第 5条 前払い金及び部分払い 第 5条 前払い金及び部分払い

本業務は，請負金額の10分の３以内の前金払の支払いを請求することができるもの
とする。

本業務は，請負金額の10分の３以内の前金払の支払いを請求することができるもの
とする。

なお，部分払いは行わないものとする。 なお，部分払いは行わないものとする。
第 6条 管理技術者及び担当技術者の資格等 第 6条 管理技術者及び担当技術者の資格等

本業務に従事する管理技術者及び担当技術者の資格等は，次のとおりとする。 本業務に従事する管理技術者及び担当技術者の資格等は，次のとおりとする。

第 7条 業務計画書 第 7条 業務計画書

改定案(令和8年4月版) 現行(令和７年版)
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

改定案(令和8年4月版) 現行(令和７年版)

１　受注者は，共通仕様書第１０１０条に基づき業務計画書を作成し，調査職員に提
出しなければならない。

１　受注者は，共通仕様書第１０１０条に基づき業務計画書を作成し，調査職員に提
出しなければならない。

２　業務計画書には，照査計画を記載するものとする。 ２　業務計画書には，照査計画を記載するものとする。
３　本業務の実施体制として，担当技術者の配置計画等を記載するものとする。 ３　本業務の実施体制として，担当技術者の配置計画等を記載するものとする。
４　本業務は工事発注情報や予定価格等に関する情報に接することから，高度な機
密保持の体制が求められるほか，セキュリティ対策として一箇所に固定された場所
で業務を実施する必要があることから，実施体制等について業務計画に記載するも
のとする。

４　本業務は工事発注情報や予定価格等に関する情報に接することから，高度な機
密保持の体制が求められるほか，セキュリティ対策として一箇所に固定された場所
で業務を実施する必要があることから，実施体制等について業務計画に記載するも
のとする。

第 8条 業務内容 第 8条 業務内容
１　現地調査 １　現地調査
関係執行機関が貸与する資料（第17条関係）を基に，原則，積算に必要な現場条件
等の調査，確認を行う。ただし，関係執行機関の担当職員と協議の上，必要ないと
判断される場合は，この限りでない。

関係執行機関が貸与する資料（第17条関係）を基に，原則，積算に必要な現場条件
等の調査，確認を行う。ただし，関係執行機関の担当職員と協議の上，必要ないと
判断される場合は，この限りでない。

２　発注用設計資料の作成等 ２　発注用設計資料の作成等
⑴　工事発注図面及び数量総括表（数量計算）の作成 ⑴　工事発注図面及び数量総括表（数量計算）の作成
関係執行機関が貸与する資料（第17条関係）を基に，工事発注図面及び数量総括
表（数量計算）を作成する。作成に当たっては，積算基準等に適合しているか確認を
行う。ただし，資料の作成にあたって応力計算，安定計算等は含まない。

関係執行機関が貸与する資料（第17条関係）を基に，工事発注図面及び数量総括
表（数量計算）を作成する。作成に当たっては，積算基準等に適合しているか確認を
行う。ただし，資料の作成にあたって応力計算，安定計算等は含まない。

⑵　工事施工条件の確認及び特記仕様書（案）の修正 ⑵　工事施工条件の確認及び特記仕様書（案）の修正
関係執行機関が提示する工事施工のための工程計画，仮（架）設計画及びその他
の工事施工条件等について，確認の上，必要に応じて特記仕様書（案）の修正を行
うものとする。

関係執行機関が提示する工事施工のための工程計画，仮（架）設計画及びその他
の工事施工条件等について，確認の上，必要に応じて特記仕様書（案）の修正を行
うものとする。

３　積算条件資料の作成 ３　積算条件資料の作成
⑴　土木工事積算システムのデータ入力に必要な積算条件の整理，とりまとめを行
う。

⑴　土木工事積算システムのデータ入力に必要な積算条件の整理，とりまとめを行
う。

⑵　積算に用いる材料単価等がない場合は，項目の抽出（名称，規格，単位，設計
数量等）を行い，関係執行機関の担当職員と協議するものとする。

⑵　積算に用いる材料単価等がない場合は，項目の抽出（名称，規格，単位，設計
数量等）を行い，関係執行機関の担当職員と協議するものとする。

⑶　積算基準等に記載のない工種については，関係執行機関の担当職員と協議す
るものとする。

⑶　積算基準等に記載のない工種については，関係執行機関の担当職員と協議す
るものとする。

４　土木工事積算システムへのデータ入力 ４　土木工事積算システムへのデータ入力
土木工事積算システムのデータ入力を行うものとする。 土木工事積算システムのデータ入力を行うものとする。
なお，データリストは，出力し入力内容の確認チェックを行う。 なお，データリストは，出力し入力内容の確認チェックを行う。
５　照査 ５　照査
管理技術者は，工事設計書毎に以下の作業完了段階において照査を行うものとす
る。

管理技術者は，工事設計書毎に以下の作業完了段階において照査を行うものとす
る。

⑴　工事発注図面及び数量総括表（数量計算）の作成，工事施工条件の確認，特記
仕様書（案）の修正

⑴　工事発注図面及び数量総括表（数量計算）の作成，工事施工条件の確認，特記
仕様書（案）の修正

⑵　積算条件資料の作成 ⑵　積算条件資料の作成
⑶　土木積算システムのデータ入力 ⑶　土木積算システムのデータ入力
⑷　その他管理技術者が必要と判断する場合 ⑷　その他管理技術者が必要と判断する場合

第 9条 業務内容の契約変更 第 9条 業務内容の契約変更
本業務の設計数量は，別紙「数量総括表」のとおりとする。 本業務の設計数量は，別紙「数量総括表」のとおりとする。
なお，関係執行機関の担当職員の指示等により，この数量及び業務の内容に変更
が生じる場合は，直ちに調査職員に報告し，協議の上，変更契約の対象とする。

なお，関係執行機関の担当職員の指示等により，この数量及び業務の内容に変更
が生じる場合は，直ちに調査職員に報告し，協議の上，変更契約の対象とする。

第10条 資料等の貸与 第10条 資料等の貸与
本業務の履行に必要な以下の資料を貸与するものとする。 本業務の履行に必要な以下の資料を貸与するものとする。
なお，受注者は，貸与された資料について，業務の目的以外に複写，使用してはな
らない。

なお，受注者は，貸与された資料について，業務の目的以外に複写，使用してはな
らない。

１　工事に関する設計成果等 １　工事に関する設計成果等
⑴　設計成果等（※１）　１式 ⑴　設計成果等（※１）　１式
※１　発注ロット単位にとりまとめられた図面，数量計算書，特記仕様書（案）及び設
計業務成果品並びに変更契約用に取りまとめられた図面及び数量計算書等

※１　発注ロット単位にとりまとめられた図面，数量計算書，特記仕様書（案）及び設
計業務成果品並びに変更契約用に取りまとめられた図面及び数量計算書等

２　図書類 ２　図書類
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

改定案(令和8年4月版) 現行(令和７年版)

⑴　土木工事標準積算基準書（各種） ⑴　土木工事標準積算基準書（各種）
⑵　建設機械等損料算定表 ⑵　建設機械等損料算定表
⑶　その他積算に必要となる図書 ⑶　その他積算に必要となる図書
３　その他必要と認められる資料 ３　その他必要と認められる資料

第11条 土木積算システム 第11条 土木積算システム
業務で使用する土木積算システムについては，受注者が積算システム開発者と賃
貸借契約を締結するものとする。

業務で使用する土木積算システムについては，受注者が積算システム開発者と賃
貸借契約を締結するものとする。

また，契約後，発注者に対し契約書の写しを提出するものとする。 また，契約後，発注者に対し契約書の写しを提出するものとする。
なお，賃貸した土木積算システムについては，業務の目的以外に使用してはならな
い。

なお，賃貸した土木積算システムについては，業務の目的以外に使用してはならな
い。

第12条 打合せ協議 第12条 打合せ協議
本業務の打合せ協議は，業務全体の業務着手時及び業務完了時に業務の全体計
画等について調査職員と管理技術者が打合せを行うことを基本とし，必要に応じて
業務の中間時に打合せを行うものとする。

本業務の打合せ協議は，業務全体の業務着手時及び業務完了時に業務の全体計
画等について調査職員と管理技術者が打合せを行うことを基本とし，必要に応じて
業務の中間時に打合せを行うものとする。

また，対象工事毎についても主要な段階において，関係執行機関の担当職員と打
合せを行うものとする。

また，対象工事毎についても主要な段階において，関係執行機関の担当職員と打
合せを行うものとする。

なお，打合せ回数の増については，原則，契約変更の対象としない。 なお，打合せ回数の増については，原則，契約変更の対象としない。
第13条 電子納品 第13条 電子納品

１　本業務は，電子納品対象業務とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの
各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成
果品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン」及び「鹿児島県電子納品ガイドライン運
用の手引き」（以下「電子納品ガイドライン等」という。）に基づいて作成した電子デー
タを指す。

１　本業務は，電子納品対象業務とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの
各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成
果品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン」及び「鹿児島県電子納品ガイドライン運
用の手引き」（以下「電子納品ガイドライン等」という。）に基づいて作成した電子デー
タを指す。

【鹿児島県ウェブサイト】
ホーム　＞　事業者の方々　＞　社会基盤　＞　公共事業　＞　技術管理・検査　＞
CALS/EC　＞　鹿児島県の電子納品について

【鹿児島県ウェブサイト】
ホーム　＞　事業者の方々　＞　社会基盤　＞　公共事業　＞　技術管理・検査　＞
CALS/EC　＞　鹿児島県の電子納品について

２　ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は，電子媒体で正本１部，副本１部
の計２部提出する。また，情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は，正本１
部提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については，事前協議を
行い決定する。

２　ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は，電子媒体で正本１部，副本１部
の計２部提出する。また，情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は，正本１
部提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については，事前協議を
行い決定する。

第14条 下検査及び成果物引渡し 第14条 下検査及び成果物引渡し
（技術管理室で一括発注の場合は，）共通仕様書第1015条に示す検査に先立ち，関
係執行機関単位で下検査を実施するものとする。

（技術管理室で一括発注の場合は，）共通仕様書第1015条に示す検査に先立ち，関
係執行機関単位で下検査を実施するものとする。

１　受注者は関係執行機関に対し，成果品と併せて以下の資料を提出するものとす
る。

１　受注者は関係執行機関に対し，成果品と併せて以下の資料を提出するものとす
る。

なお，業務完了届（下検査調書兼用）については，下検査完了後に関係執行機関か
ら返却を受けるものとする。

なお，業務完了届（下検査調書兼用）については，下検査完了後に関係執行機関か
ら返却を受けるものとする。

⑴　業務完了届（下検査調書兼用）の原本 ⑴　業務完了届（下検査調書兼用）の原本
⑵　成果物引渡書（第１号様式）の原本 ⑵　成果物引渡書（第１号様式）の原本
２　受注者は全ての下検査を完了したときは，発注者に対し，以下の資料を提出す
るものとする。

２　受注者は全ての下検査を完了したときは，発注者に対し，以下の資料を提出す
るものとする。

⑴　業務完了届（下検査調書兼用）の原本 ⑴　業務完了届（下検査調書兼用）の原本
⑵　成果物引渡書（第１号様式）の原本 ⑵　成果物引渡書（第１号様式）の原本
⑶　成果物引受書（第２号様式）の原本 ⑶　成果物引受書（第２号様式）の原本
～参考（下検査）～ ～参考（下検査）～
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

改定案(令和8年4月版) 現行(令和７年版)

第15条 疑義 第15条 疑義
本業務履行中に疑義を生じた場合，又は記載なき事項については，調査職員と受
注者の協議によるものとする。

本業務履行中に疑義を生じた場合，又は記載なき事項については，調査職員と受
注者の協議によるものとする。
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

発注者支援（施工管理）業務　特記仕様書(案) 発注者支援（施工管理）業務　特記仕様書(案)
第 1条 適用範囲 第 1条 適用範囲

本特記仕様書は，次の業務(以下「本業務」という。)に適用する。 本特記仕様書は，次の業務(以下「本業務」という。)に適用する。
○業 務 名：令和　年度　発注者支援（施工管理）業務委託（○○工区） ○業 務 名：令和　年度　発注者支援（施工管理）業務委託（○○工区）
○業務箇所：１　○○市○○町(○○地域振興局建設部管内○○工区) ○業務箇所：１　○○市○○町(○○地域振興局建設部管内○○工区)
　　　　　　　　 ２　○○市○○町(○○地域振興局建設部○○支所管内○○工区) 　　　　　　　　 ２　○○市○○町(○○地域振興局建設部○○支所管内○○工区)

第 2条 業務目的 第 2条 業務目的
本仕様書は,各地域振興局(支庁〉建設部において適切な施工と良質な品質確保の
ため,施行状況の照合及び確認・把握や指示・協議等に係る技術資料を作成等を目
的とする。

本仕様書は,各地域振興局(支庁〉建設部において適切な施工と良質な品質確保の
ため,施行状況の照合及び確認・把握や指示・協議等に係る技術資料を作成等を目
的とする。

第 3条 業務期間 第 3条 業務期間
業務期間は，令和○年○月○日～令和○年○月○日までとする。 業務期間は，令和○年○月○日～令和○年○月○日までとする。

第 4条 準拠図書 第 4条 準拠図書
本業務は，契約図書によるほか，関連法令及び条例を遵守した上で，次の仕様書
（以下「共通仕様書」という。）及び最新の技術基準等に基づき履行するものとする。

本業務は，契約図書によるほか，関連法令及び条例を遵守した上で，次の仕様書
（以下「共通仕様書」という。）及び最新の技術基準等に基づき履行するものとする。

○発注者支援業務共通仕様書(令和８年４月鹿児島県土木部制定) ○発注者支援業務共通仕様書(令和７年３月鹿児島県土木部制定) Ｒ８に更新
第 5条 前払い金及び部分払い 第 5条 前払い金及び部分払い

本業務は，請負金額の10分の３以内の前金払の支払いを請求することができるもの
とする。

本業務は，請負金額の10分の３以内の前金払の支払いを請求することができるもの
とする。

なお，部分払いは行わないものとする。 なお，部分払いは行わないものとする。
第 6条 主任技術者及び担当技術者の資格等 第 6条 主任技術者及び担当技術者の資格等

本業務に従事する主任技術者及び担当技術者の資格等は，次のとおりとする。 本業務に従事する主任技術者及び担当技術者の資格等は，次のとおりとする。

改定案(令和8年4月版) 現行(令和７年版)
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新旧対照表

改定理由

編章節条 条文 編章節条 条文

改定案(令和8年4月版) 現行(令和７年版)

第 7条 業務計画書 第 7条 業務計画書
１　受注者は，共通仕様書第１０１０条に基づき業務計画書を作成し，監督職員に提
出しなければならない。

１　受注者は，共通仕様書第１０１０条に基づき業務計画書を作成し，監督職員に提
出しなければならない。

２　本業務の実施体制として，担当技術者の配置計画等を記載するものとする。 ２　本業務の実施体制として，担当技術者の配置計画等を記載するものとする。
第 8条 業務内容 第 8条 業務内容

１　本業務の範囲は共通仕様書第３００２条によるものとする。 １　本業務の範囲は共通仕様書第３００２条によるものとする。
２　対象工事内容は，別紙１「対象工種一覧表」のとおりであるが，工種内容を変更
する場合がある。

２　対象工事内容は，別紙１「対象工種一覧表」のとおりであるが，工種内容を変更
する場合がある。

第 9条 業務内容の契約変更 第 9条 業務内容の契約変更
本業務の数量は，別添「数量総括表」のとおりとするが，各執行機関の監督職員等
の指示等により，数量及び業務の内容に変更が生じる場合は，直ちに書面で発注
者に報告するものとする。

本業務の数量は，別添「数量総括表」のとおりとするが，各執行機関の監督職員等
の指示等により，数量及び業務の内容に変更が生じる場合は，直ちに書面で発注
者に報告するものとする。

第10条 業務打合せ等 第10条 業務打合せ等
１　業務打合せの内容等 １　業務打合せの内容等
主任技術者は，工事現場の状況等を把握した上で，共通仕様書第１００９条の定め
る打合せを行うものとする。

主任技術者は，工事現場の状況等を把握した上で，共通仕様書第１００９条の定め
る打合せを行うものとする。

なお，本業務は業務着手時と完了時に各１回，下記事項について監督職員と打合
せを行うものとする。

なお，本業務は業務着手時と完了時に各１回，下記事項について監督職員と打合
せを行うものとする。

①業務内容 ①業務内容
②業務の履行状況の確認 ②業務の履行状況の確認
③その他業務の実施上の必要となる事項 ③その他業務の実施上の必要となる事項
２　業務報告書 ２　業務報告書
共通仕様書第３００５条の規定に基づき，月毎に業務報告書により業務の実施内容
等を報告することを原則とするが，前条の規定に基づく打合せ，協議により報告，ま
たは提出期限が別途定められているものについては，その協議に基づき実施するも
のとする。

共通仕様書第３００５条の規定に基づき，月毎に業務報告書により業務の実施内容
等を報告することを原則とするが，前条の規定に基づく打合せ，協議により報告，ま
たは提出期限が別途定められているものについては，その協議に基づき実施するも
のとする。

第11条 施設等の使用 第11条 施設等の使用
本業務の履行にあたり，特記仕様書第１条で想定する業務場所において使用する
発注者所有施設の使用料及び同場所で使用する光熱水料は原則，受注者の負担
とする。

本業務の履行にあたり，特記仕様書第１条で想定する業務場所において使用する
発注者所有施設の使用料及び同場所で使用する光熱水料は原則，受注者の負担
とする。

第12条 成果物 第12条 成果物
共通仕様書第３００６条に規定する事項に加え，業務履行に必要となった各種資料・
調査結果等を併せて報告書として提出するものとする。

共通仕様書第３００６条に規定する事項に加え，業務履行に必要となった各種資料・
調査結果等を併せて報告書として提出するものとする。

第13条 電子納品 第13条 電子納品
１　本業務は，電子納品対象業務とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの
各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成
果品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン」及び「鹿児島県電子納品ガイドライン運
用の手引き」（以下「電子納品ガイドライン等」という。）に基づいて作成した電子デー
タを指す。

１　本業務は，電子納品対象業務とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの
各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成
果品とは，「鹿児島県電子納品ガイドライン」及び「鹿児島県電子納品ガイドライン運
用の手引き」（以下「電子納品ガイドライン等」という。）に基づいて作成した電子デー
タを指す。

【鹿児島県ウェブサイト】
ホーム　＞　事業者の方々　＞　社会基盤　＞　公共事業　＞　技術管理・検査　＞
CALS/EC　＞　鹿児島県の電子納品について

【鹿児島県ウェブサイト】
ホーム　＞　事業者の方々　＞　社会基盤　＞　公共事業　＞　技術管理・検査　＞
CALS/EC　＞　鹿児島県の電子納品について

２　ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は，電子媒体で正本１部，副本１部
の計２部提出する。また，情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は，正本１
部提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については，事前協議を
行い決定する。

２　ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は，電子媒体で正本１部，副本１部
の計２部提出する。また，情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は，正本１
部提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については，事前協議を
行い決定する。

第14条 疑義 第14条 疑義
本業務履行中に疑義を生じた場合，又は記載なき事項については，監督職員と受
注者の協議によるものとする。

本業務履行中に疑義を生じた場合，又は記載なき事項については，監督職員と受
注者の協議によるものとする。
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